
別表（第８条関係）

 

自衛防災隊（本部隊）の組織及び任務

 情報収集・連絡係
・総務係
・危機管理係

・災害対策本部の設営・運営
・本部長指示等の伝達，本部長への報告
・総括（各班との連絡調整）
・災害等に関する情報の収集及び伝達

 避難・誘導班
 ・学術情報課長
 ・入試課長

 避難・誘導係
 ・情報図書係
 ・情報システム係
 ・入試係

・避難誘導，交通規制
・構内パトロール，警備

・建物の安全措置，防火扉の閉鎖
・危険箇所への進入禁止措置
・受変電設備の安全措置，非常電源確保
・水道，ガスの安全措置，エレベーターの緊急停止

 教職員対応班
 ・人事課長

 教職員対応係
 ・人材育成推進係
 ・人事係
 ・給与共済係

・教職員の安否確認（所在の把握，連絡，指示）
・避難所の設営

 自衛防災隊長（事務局次長）
　（統括管理者）

 自衛防災隊副隊長（事務局次長）

 学生対応班
 ・学生課長

 学生対応係
 ・教務課教務係
 ・学生係
 ・生活支援係
 ・留学生係

・学生の安否確認（所在の把握，連絡・指示）
・学生宿舎，国際交流会館入居者対応
・避難所の設営

・重要書類・物品の持ち出し，保管管理
・物品の被害状況の把握

 搬出・調達班
 ・経理課長
  

 調達係
 ・経理係
 ・契約係
 ・物品管理係

・備蓄品の調達，管理及び点検
・避難所の設営，簡易トイレ等の設置
・避難者等の宿泊場所，寝具，食料等の確保，配付

 搬出係
 ・出納係

 消火班
 ・教務課長
  

 消火係
 ・教育企画係
 ・連携教育支援係
 ・学生課就職支援係

・初期消火活動
・消防隊の補佐・連携
・避難所の設営

注１）副課長，専門員及び専門職員は，所属課長と同一の班の任務を行う。ただし，自衛防災隊長が別途指示する場合は，隊長指示の任務を優先する。
注２）専門員及び専門職員は，原則として再雇用職員以外の常勤職員をいう。

 総務班
 ・総務課長
 ・経営企画課長
  

 救護係
・健康支援センター保健師
・総務課危機管理係
・学系係
・社会連携係

・応急救護所の設営
・負傷者の救護
・診療可能な病院を調査，把握
・応急医薬品等の点検

 救出係
 ・研究推進係
 ・外部資金係
 ・技術支援係

・負傷者の救出・救助
・負傷者の応急処置
・応急救護所への搬送

 救出・救護班
 ・研究推進課長
 ・社会連携課長

 報道・通報係
・広報係
・国際企画係

・災害対策本部の設営・運営
・文部科学省その他の関係官公署への緊急連絡
・外部への広報
・気象情報の確認及び交通機関の調査

 伝達係
・経営企画係
・評価分析係

・災害対策本部の設営・運営
・情報収集及び伝達
・各班長から諸報告の受理
・地域住民の対応

 工作係
 ・施設マネジメント係
  

・建物出入口の施錠，建物内の残留者の確認
・実験設備等の安全措置
・施設，設備及び土地の被害状況の把握
・消防機関への情報や資料の提供工作班

 ・施設課長

 設備係
 ・設備係


